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１．2026年３月期第３四半期の業績（2025年４月１日～2025年12月31日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 5,505 5.9 987 24.9 1,079 27.2 914 53.1
2025年３月期第３四半期 5,196 1.5 791 △17.3 848 △14.4 597 △14.6

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2026年３月期第３四半期 84.65 ―
2025年３月期第３四半期 55.27 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 13,921 10,762 77.3
2025年３月期 13,491 10,278 76.2

(参考) 自己資本 2026年３月期第３四半期 10,762百万円 2025年３月期 10,278百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2025年３月期 ― 0.00 ― 24.00 24.00
2026年３月期 ― 0.00 ―
2026年３月期(予想) 24.00 24.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2026年３月期の業績予想（2025年４月１日～2026年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,400 4.6 1,200 3.1 1,280 3.1 876 0.4 81.09

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む) 2026年３月期３Ｑ 11,784,000株 2025年３月期 11,784,000株

② 期末自己株式数 2026年３月期３Ｑ 981,450株 2025年３月期 981,450株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2026年３月期３Ｑ 10,802,550株 2025年３月期３Ｑ 10,802,565株

※ 添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査
法人によるレビュー

： 有(任意)

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P２「１．当四半期決算に関する定

性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、物価上昇が続いたにもかかわらず、雇用・所得環境が改善し、緩や

かに回復しました。一方で、資源・エネルギー価格の上昇、不安定な為替相場、米国の対外政策の動向等不確実要因を

抱え、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような中で当社では、現在の様々な物価高騰および社員待遇の改善による人件費の高騰にて、2025年４月より正

課・課外クラブ共に値上げを実施させて頂きました。値上げにより、売上高は前年同四半期を上回ることができまし

た。一方で課外クラブ会員数は伸び悩みが続いていましたが、指導内容に共感して頂けるお客様も増え、会員数も徐々

に増加傾向にあります。今後も質の高い指導サービスを提供できるように努めてまいります。

このような事業環境を背景に、当第３四半期累計期間における売上高は、5,505百万円（前年同四半期比5.9％増）、

経常利益1,079百万円（前年同四半期比27.2％増）、四半期純利益914百万円（前年同四半期比53.1％増）となりまし

た。

当３四半期累計期間の１株当たり四半期純利益は84円65銭となりました。前第３四半期累計期間の１株当たり四半期

純利益は55円27銭、前事業年度における１株当たり当期純利益は80円75銭でした。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①幼児体育指導関連事業

正課体育指導の実施会場数は前事業年度末の1,279園から16園増加し、当第３四半期会計期間末は1,295園となりまし

た。

また当第３四半期会計期間末における課外体育指導の実施会場数及び会員数は、1,315カ所66,194名となりました。前

事業年度末における課外体育指導の実施会場数及び会員数は、1,300カ所67,955名でした。

幼児体育指導関連事業におきましては、正課・課外クラブの値上げ効果と障がい児向けの体育教育指導を行う療育事

業も好調で売上高は、前年同四半期を上回ることができました。セグメント利益においても、必要最小限の経費に抑え、

前年同四半期を上回ることができました。

その結果、幼児体育指導関連事業に係る売上高は5,287百万円（前年同四半期比6.1％増）、セグメント利益は929百万

円（前年同四半期比26.6％増）となりました。

②コンサルティング関連事業

コンサルティング契約件数は、前事業年度末の221件から11園増加し、当第３四半期会計期間末は232件となりまし

た。

人手不足による採用難、職員研修制度の見直し、お客様の個別のお困りごとを組織力で問題解決に注力した結果、契

約件数も増加し、売上高・セグメント利益共に前年同四半期を上回ることができました。

その結果、コンサルティング関連事業に係る売上高は217百万円（前年同四半期比1.8％増）、セグメント利益は57百

万円（前年同四半期比2.0％増）となりました。
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（参考）体育指導実施会場数及び会員数の動向

2025年３月期 2025年３月期 2026年３月期 2026年３月期
増減率(％)

第３四半期 第２四半期 第３四半期

(2024年12月末日)(2025年３月末日)(2025年９月末日)(2025年12月末日) (注)１ (注)２

幼児体育指導関連事業

正課体育指導会場数 1,277 1,279 1,292 1,295 1.4 1.3

課外体育指導会場数 1,297 1,300 1,310 1,315 1.4 1.2

課外体育指導会員数（人） 66,858 67,955 64,746 66,194 △1.0 △2.6

コンサルティング関連事業

コンサルティング契約件数 220 221 229 232 5.5 5.0

(注) １. 2026年３月期第３四半期(2025年12月末日)の2025年３月期第３四半期(2024年12月末日)に対する増減率です。

２. 2026年３月期第３四半期(2025年12月末日)の2025年３月期(2025年３月末日)に対する増減率です。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

（資産）

当第３四半期会計期間末における総資産残高は13,921百万円となっており、前事業年度末に対して429百万円の増加と

なりました。

流動資産については、前事業年度末に対して147百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が68百万円、

未収入金が57百万円、売掛金が15百万円増加したためです。

（負債）

当第３四半期会計期間末における負債残高は3,158百万円となっており、前事業年度末に対して54百万円の減少となり

ました。

流動負債については、前事業年度末に対して62百万円の減少となりました。これは主に、前受金が112百万円増加し、

賞与引当金が116百万円、未払法人税等が54百万円減少したためです。

固定負債については、前事業年度末に対して７百万円の増加となりました。これは主に、退職給付引当金が７百万円

増加したためです。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産残高は、10,762百万円となっており、前事業年度末に対して484百万円の増加

となりました。要因は主に、利益剰余金が655百万円増加し、その他有価証券評価差額金が170百万円減少したためで

す。
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②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前第３四半期累計期間末より529百万円増加し、9,320百万

円（前年同四半期比6.0％増）となりました。

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期累計期間における営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは、640百万円の収入となりました（前年

同四半期は418百万円の収入）。これは営業利益987百万円、税金等の支出388百万円等に因るものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期累計期間における投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、312百万円の支出となりました（前年

同四半期は317百万円の支出）。これは主に、投資有価証券の取得による支出600百万円、投資有価証券の売却による収

入309百万円等に因るものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期累計期間における財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは、258百万円の支出となりました（前年

同四半期は248百万円の支出）。これは、配当金の支払による支出258百万円に因るものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年３月期の業績予想については、以下に示すとおりです。2025年５月12日に公表した数値と変更はありません。

2026年３月期の業績予想（2025年４月１日～2026年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

通期 7,400 1,200 1,280 876 81 09

（参考）前期実績
（2025年３月期）

7,073 1,164 1,240 872 80 75

なお、上記の業績予想については、当社が当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,251,185 9,320,026

売掛金 239,029 254,255

商品 1,860 1,539

貯蔵品 2,117 482

その他 149,270 213,703

貸倒引当金 △1,118 △595

流動資産合計 9,642,344 9,789,412

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1 48,036 ※1 46,233

構築物（純額） 0 ―

工具、器具及び備品（純額） 50,113 48,032

土地 236,558 236,558

有形固定資産合計 334,708 330,825

無形固定資産 70,634 58,506

投資その他の資産

投資有価証券 2,505,930 2,761,340

繰延税金資産 516,875 562,120

保険積立金 267,666 268,866

投資不動産（純額） 82,100 82,100

その他 71,465 68,283

投資その他の資産合計 3,444,038 3,742,709

固定資産合計 3,849,381 4,132,042

資産合計 13,491,726 13,921,454
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 84,956 102,032

未払金 143,918 114,035

未払費用 53,911 33,321

未払法人税等 218,980 164,507

前受金 88,331 200,743

賞与引当金 245,723 128,845

その他 151,507 181,780

流動負債合計 987,327 925,265

固定負債

退職給付引当金 1,965,152 1,972,537

長期未払金 260,799 260,799

固定負債合計 2,225,951 2,233,337

負債合計 3,213,279 3,158,603

純資産の部

株主資本

資本金 513,360 513,360

資本剰余金

資本準備金 365,277 365,277

資本剰余金合計 365,277 365,277

利益剰余金

利益準備金 15,666 15,666

その他利益剰余金 9,845,153 10,500,281

利益剰余金合計 9,860,820 10,515,948

自己株式 △907,110 △907,110

株主資本合計 9,832,347 10,487,475

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 446,099 275,376

評価・換算差額等合計 446,099 275,376

純資産合計 10,278,446 10,762,851

負債純資産合計 13,491,726 13,921,454
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

売上高 5,196,664 5,505,835

売上原価 3,527,369 3,613,625

売上総利益 1,669,295 1,892,210

販売費及び一般管理費 878,251 904,566

営業利益 791,044 987,643

営業外収益

受取利息 1,830 16,303

受取配当金 29,816 42,661

受取手数料 18,522 21,779

補助金収入 986 696

その他 6,744 11,703

営業外収益合計 57,901 93,142

営業外費用

その他 746 1,658

営業外費用合計 746 1,658

経常利益 848,200 1,079,128

特別利益

投資有価証券売却益 ― 214,085

特別利益合計 ― 214,085

税引前四半期純利益 848,200 1,293,214

法人税、住民税及び事業税 233,746 345,489

法人税等調整額 17,398 33,336

法人税等合計 251,144 378,825

四半期純利益 597,055 914,389
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 848,200 1,293,214

減価償却費 38,830 40,570

貸倒引当金の増減額（△は減少） △125 △522

受取利息及び受取配当金 △31,647 △58,964

投資有価証券売却損益（△は益） ― △214,085

売上債権の増減額（△は増加） △1,998 △15,226

商品の増減額（△は増加） 136 321

貯蔵品の増減額（△は増加） △862 1,634

その他の流動資産の増減額（△は増加） △89,123 △64,433

仕入債務の増減額（△は減少） 7,518 17,075

賞与引当金の増減額（△は減少） △103,499 △116,878

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,592 7,385

前受金の増減額（△は減少） 89,605 112,412

未払金の増減額（△は減少） △47,546 △30,895

未払消費税等の増減額（△は減少） 980 13,985

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,406 △16,181

その他 △118 33

小計 758,536 969,446

利息及び配当金の受取額 31,647 58,964

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △371,535 △388,082

営業活動によるキャッシュ・フロー 418,649 640,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △300,000 △600,000

投資有価証券の売却による収入 ― 309,372

有形固定資産の取得による支出 △3,829 △23,652

無形固定資産の取得による支出 △3,395 △288

敷金及び保証金の差入による支出 △12,289 ―

敷金及び保証金の回収による収入 ― 2,008

その他 2,400 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △317,112 △312,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △52 ―

配当金の支払額 △248,154 △258,948

財務活動によるキャッシュ・フロー △248,207 △258,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,670 68,841

現金及び現金同等物の期首残高 8,937,180 9,251,185

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 8,790,509 ※1 9,320,026
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（四半期貸借対照表関係）

※１ 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりでありま

す。

(千円)
前事業年度

(2025年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

圧縮記帳 1,179 1,179

(うち、建物附属設備) (1,179) (1,179)

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

(千円)
前第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

現金及び預金 8,790,509 9,320,026

預入期間が３か月を超える定期預金 ― ―

現金及び現金同等物 8,790,509 9,320,026



幼児活動研究会株式会社(2152) 2026年３月期 第３四半期決算短信

10

（株主資本等関係)

前第３四半期累計期間（自 2024年４月１日 至 2024年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月25日
定時株主総会

普通株式 248,459 23 2024年３月31日 2024年６月26日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるも

の

該当事項はありません。

当第３四半期累計期間（自 2025年４月１日 至 2025年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月24日
定時株主総会

普通株式 259,261 24 2025年３月31日 2025年６月25日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるも

の

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

幼児体育指導
関連事業

コンサルティング
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,982,599 214,065 5,196,664

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 4,982,599 214,065 5,196,664

セグメント利益 734,293 56,751 791,044

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

幼児体育指導
関連事業

コンサルティング
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 5,287,873 217,962 5,505,835

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 5,287,873 217,962 5,505,835

セグメント利益 929,755 57,888 987,643

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第３四半期累計期間（自 2024年４月１日 至 2024年12月31日）

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
幼児体育指導
関連事業

コンサルティング
関連事業

計

正課体育指導業務売上高 799,643 ― 799,643 ― 799,643

一時点で充足される履行義務 ― ― ― ― ―

一定期間にわたり充足される履行義務 799,643 ― 799,643 ― 799,643

課外体育指導業務売上高 3,904,466 ― 3,904,466 ― 3,904,466

一時点で充足される履行義務 ― ― ― ― ―

一定期間にわたり充足される履行義務 3,904,466 ― 3,904,466 ― 3,904,466

イベント企画業務売上高 199,803 ― 199,803 ― 199,803

一時点で充足される履行義務 199,803 ― 199,803 ― 199,803

一定期間にわたり充足される履行義務 ― ― ― ― ―

その他業務売上高 78,686 ― 78,686 ― 78,686

一時点で充足される履行義務 ― ― ― ― ―

一定期間にわたり充足される履行義務 78,686 ― 78,686 ― 78,686

コンサルティング業務売上高 ― 214,065 214,065 ― 214,065

一時点で充足される履行義務 ― ― ― ― ―

一定期間にわたり充足される履行義務 ― 214,065 214,065 ― 214,065

顧客との契約から生じる収益 4,982,599 214,065 5,196,664 ― 5,196,664

外部顧客への売上高 4,982,599 214,065 5,196,664 ― 5,196,664
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当第３四半期累計期間（自 2025年４月１日 至 2025年12月31日）

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
幼児体育指導
関連事業

コンサルティング
関連事業

計

正課体育指導業務売上高 825,937 ― 825,937 ― 825,937

一時点で充足される履行義務 ― ― ― ― ―

一定期間にわたり充足される履行義務 825,937 ― 825,937 ― 825,937

課外体育指導業務売上高 4,156,339 ― 4,156,339 ― 4,156,339

一時点で充足される履行義務 ― ― ― ― ―

一定期間にわたり充足される履行義務 4,156,339 ― 4,156,339 ― 4,156,339

イベント企画業務売上高 220,494 ― 220,494 ― 220,494

一時点で充足される履行義務 220,494 ― 220,494 ― 220,494

一定期間にわたり充足される履行義務 ― ― ― ― ―

その他業務売上高 85,102 ― 85,102 ― 85,102

一時点で充足される履行義務 ― ― ― ― ―

一定期間にわたり充足される履行義務 85,102 ― 85,102 ― 85,102

コンサルティング業務売上高 ― 217,962 217,962 ― 217,962

一時点で充足される履行義務 ― ― ― ― ―

一定期間にわたり充足される履行義務 ― 217,962 217,962 ― 217,962

顧客との契約から生じる収益 5,287,873 217,962 5,505,835 ― 5,505,835

外部顧客への売上高 5,287,873 217,962 5,505,835 ― 5,505,835

（１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

１株当たり四半期純利益 55円27銭 84円65銭

（算定上の基礎）

四半期純利益(千円) 597,055 914,389

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 597,055 914,389

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,802 10,802

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業
年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。



幼児活動研究会株式会社(2152) 2026年３月期 第３四半期決算短信

14

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年1月29日

幼 児 活 動 研 究 会株式会社

取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岩 崎 亮 一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岩 瀬 哲 朗

監査人の結論

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている幼児活動研究会株式会社の2025年4月1日から2026

年3月31日までの第54期事業年度の第3四半期会計期間（2025年10月1日から2025年12月31日まで）及び第3四半期累計

期間（2025年4月1日から2025年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計

算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸

表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠

して、幼児活動研究会株式会社の2025年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行っ

た。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に

適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必

要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場

合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期

財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準

に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起

すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限

定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我

が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に準拠していないと信じさせる事項が認

められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務

諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報

告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）1．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（四半期決算短信開示会社）が別途保管しております。

2．XBRLデータ及びHTMLデータは期中レビューの対象には含まれていません。


